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 株主総会と IT 技術の発展の三回目は、ハイブリッド出席型株主総会である。ハイブリッド出席型

株主総会とはリアルの株主総会会場を設置するとともに、オンライン（バーチャル）での株主総会へ

の出席及び議決権行使を可能とする株主総会の開催方法をとるものである。株主が総会の内容は見る

ことができるが、オンラインでの議決権を行使することができないハイブリッド参加型株主総会もあ

るが、法的な問題は少ないので割愛をする。 

また、リアルの株主総会会場を設けないバーチャルオンリー株主総会も 2021年 6月の改正産業競争

力強化法施行により可能になったが、バーチャルオンリー株主総会については別稿（4 回目）をたて

る。 

 

【図表 1】IT技術の発展と株主総会の論点（色付き部分が今回） 

 
 さて、ハイブリッド出席型株式総会は現行の会社法の解釈の下で開催が可能とされている。開催可

能かどうか以前は問題とされていたが、それは会社法における株主総会の招集の決定にあたって定め

るべき事項として、株主総会の日時及び場所が挙げられており（会社法 298 条 1 項 1 号）、物理的な

場所を会場として設定する必要があるとされているからである。つまりオンラインで出席している者

についての場所が存在しないのではないかという疑問があった。 

この点、株主がリアル株主総会の開催場所へ実際に臨むという方法に加えて、インターネット等の

手段を用いての出席（バーチャル出席）という選択肢を追加的に提供するだけであるという考えに基

づいて、バーチャル出席型株主総会も有効と解されている(経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株
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主総会の実施ガイド(以下、ガイド)」p12)1。 

 以下、(1)開催にあたっての留意事項、(2)議事進行における留意事項、(3)議決権行使における留意

事項について見ていくこととしたい。 

以下で述べる概要は図表 2の通りである。 

 

【図表 2】リアル株主総会とハイブリッド出席型株主総会の相違点（概要） 

 

  

まず、(1)開催にあたっては定款を改正するといった必要はなく、取締役会で株主総会招集事項とし

てバーチャル出席が可能な旨やアクセス方法等を決議するだけでよい。ガイドでは、招集にあたって

十分なセキュリティ対策をとるとともに、株主に対しては通信障害が起こりうること、およびアクセ

ス可能な環境や手順（URL、ID、パスワード）を株主に通知する必要がある（p13）とする。問題は通

信障害が発生した場合の取扱いであるが、ガイドでは、通信障害が起こりうる旨を株主に告知してお

り、通信障害の防止のために会社が合理的な対策を取っていた場合には、株主総会決議の取消事由に

は該当しないと解することも可能（p14）としている。 

 開催当日の本人確認は原則として IDとパスワードによることとなるが、ガイドでは、なりすましな

どの懸念があるときには、二段階認証などの方法をとることも考えられるとする（p17）。 

 次に、（2）議事進行における留意事項としては、質問の取扱いと動議の取扱いが問題とされる。質

問については手を挙げる機能がついている会議システムでは、リアルの株主総会と同様に、バーチャ

ル出席した株主から質問を受け付けることができる。リアル株主総会と同様に、同一人物の質問数を

限定し、あるいは十分に議論が進んだ場合は議長裁量で打ち切るなども可能と思われる。ところで、

ハイブリッド出席型株主総会ではテキストベースでの質問が可能である。この場合、文面を見たうえ

で議長が質問を取り上げることになると思われるが、ガイドでは議長の裁量で行うことは可能としつ

つ、恣意的な選択をすることは許されないとしている（p20）。 

 また、株主総会では株主は適宜動議を提出することができる。ただし、バーチャル出席型株主総会

において、動議を提出する予定のある場合にはリアルの株主総会に出席すべきことを株主に対して事

前告知すれば、バーチャル出席株主に動議の提出権を認めないとすることをガイドは許容している。 

 
1 https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210203002/20210203002-1.pdf 参照。 

リアル株主総会 ハイブリッド出席型株主総会

招集事項の決定 ・開催場所等を決定 ・開催場所等に加えアクセス方法等の決定

招集通知の記載 ・会議場所や目的、書面決議が ・左記事項に加え通信障害が起こりうる旨、

　可能な旨等を記載 　アクセス可能な環境、アクセス手順等を

　記載

議事運営 ・株主による動議提出可 ・バーチャル参加株主に対してあらかじめ

・提出された動議への賛否可 　予告することで動議提出・動議への賛否

　表明ができないこととすることも可能

事前行使した議決権 ・総会出席で書面は効力を ・決議に参加したことで効力を失う

の効力 　失うとするのが実務 　こととするのも可

https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210203002/20210203002-1.pdf


 

 

3｜               ｜研究員の眼 2023-06-23｜Copyright ©2023 NLI Research Institute All rights reserved 

 さらに、ガイドは議場で提出された動議の採決に関しては、バーチャル出席した株主は棄権あるい

は欠席として取り扱われることになることを事前告知したうえで、棄権あるいは欠席として取り扱う

ことを可能としている（p22）。これらはリアルに出席することで、動議提出や、提出された動議への

賛否の表明が可能であることから、株主において追加的な出席方法であるバーチャル出席を選択した

以上、このような取り扱いも妥当であるとするものである。 

 最後に（3）議決権行使における留意事項である。リアル株主総会の場合、株主が事前に議決権行使

書面を会社に提出したにもかかわらず、当該株主がリアル総会に出席することがある。この場合は、

出席したことをもって事前の議決権行使は効力を失い、株主は改めて株主総会議場で議決権行使をす

るというのが実務である（図表 3）。 

 

【図表３ 議決権行使の効力（リアル株主総会）】 

 

そして、バーチャル出席型株主総会においてであるが、株主が事前に議決権行使書面を会社に提出

したにもかかわらず、当該株主がバーチャル出席をした場合に議決権をどう取り扱うかが問題となる。

これには二つの考え方があり、決議を諮った際に賛否を表示したことで書面による議決権行使が効力

を失うとする（考え方 1）ものと、リアル総会と同様にバーチャル出席をした時点で書面による議決

権行使が効力を失うとするもの（考え方 2）がある。 

株主にとってみれば、事前に議決権行使をしたのだからその賛否が議決に反映されると考える人も

いれば、審議の結果、事前の議決権行使とは異なる賛否を表示したいとする人もいるであろう。そし

てバーチャル株主総会ではバーチャル出席株主が議決権を行使したかどうかが容易に明らかになる。

そうすると、この観点からは考え方 1 で取り扱うことも無理がないであろうし、ガイドでも考え方 1

をとることを認めている（p19）（図表 4）。 

 

【図表４ 議決権行使の効力（ハイブリット出席型株主総会）】（考え方 1を採用した場合） 

 
 

ハイブリッド会議は一般の会議でも運営が難しい。株主総会において、リアル出席とバーチャル出

席の株主の権利が異なるのもわかりにくい面がある。他方、会場まで遠距離に居住する株主や複数の

株主総会に出席したい株主にとってはメリットもある。 ハイブリッド出席型株主総会が普及するか

どうかについて今後の動向に注視したい。 


